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修正前 P4 修正後 P4

修正前 P5 修正後 P5

国立社会保障・人口問題研究所
による推計値



修正前 P8 修正後 P8

修正前 P10 修正後 P10

一戸建て住宅の「その他の住宅」数については前回調
査より微減したものの、「腐朽あり」が増加しているこ
とが伺えます。また、一戸建て以外の住宅（長屋建・共
同住宅・その他）については、「賃貸用の住宅」の「腐
朽あり」の増加が顕著になっています。

平成30年住宅土地統計調査の一戸建て住宅の「その他の住

宅」数については、前回調査より微減したものの、「腐朽あ

り」が増加していることが伺えます。また、一戸建て以外の

住宅（長屋建・共同住宅・その他）については、「賃貸用の

住宅」の「腐朽あり」の増加が顕著になっています。

（2）全国の空き家の現状

平成３０年10月1日時点における全国の総住宅数は

6,241万戸であり、5年前と比較すると178万戸の増加

となっています。平成10年からの20年間では総住宅数が

1,000万戸以上増加しています。

空き家についてみると、平成30年に空き家数は848万戸
となり、5年前に比べて2９万戸増加しています。空き家
率（総住宅数に占める空き家の割合）は、平成10年に初
めて1割を超えて11.5％となり、平成30年には13.6％
と、平成25年に比べ0.1ポイントの増加で、空き家数、
空き家率共に過去最高となりました。

（2）全国の空き家の現状

平成３０年10月1日時点における全国の総住宅数は

6,241万戸であり、5年前と比較すると178万戸の増加

となっています。平成10年からの20年間では総住宅数が

1,000万戸以上増加しています。

空き家についてみると、平成30年に空き家数は848万戸
となり、5年前に比べて2８万戸増加しています。空き家
率（総住宅数に占める空き家の割合）は、平成10年に初
めて1割を超えて11.5％となり、平成30年には13.6％
と、平成25年に比べ0.1ポイントの増加で、空き家数、
空き家率共に過去最高となりました。



修正前 P11 修正後 P11

修正前 P12－18 修正後 P12－18



修正前 P19 修正後 P19

修正前 P25 修正後 P25

地域全体への悪影響

管理されていない空き家は、放火や不審者の侵入、不

法滞在など犯罪の温床となるおそれがあり、地域住民の

不安を増長させます。また、破損や腐食が著しく生じて

いる空き家は良好な景観を害するなど、地域全体への悪

影響も及ぼします。

地域全体への悪影響

管理されていない空き家は、放火や不審者の侵入、不

法滞在など犯罪の温床となるおそれがあり、地域住民の

不安を増長させます。また、破損や腐食が著しく生じて

いる空き家は有害鳥獣の棲み処となったり良好な景観を

害するなど、地域全体への悪影響も及ぼします。

（１）特定空家等に対する措置

空家等の状態を悪化させないためには、できるだけ早期
に、特定空家等になるおそれがある空家等を発見し、把握
しておくことが重要です。市は、法に基づき段階を経て、
空家等の調査、措置を講じます。

（１）空家等に対する措置

空家等の状態を悪化させないためには、できるだけ早期
に、特定空家等になるおそれがある空家等を発見し、把握
しておくことが重要です。市は、法に基づき段階を経て、
空家等の調査、措置を講じます。

修正前 P26 修正後 P26
（１）周辺（敷地外）の建築物や、通行人等へ悪影響を既に及
ぼしている、又は及ぼすおそれの高いものを優先的に特定空家
等候補と判断し、逆に山間部等にあり、周辺に等悪影響を及ぼ
すおそれが極めて低い空き家は、判断の優先度が下がるものと
しました。
（２）地域特性により、別に優先度を考慮する必要がある場合
等は、地域の実情に応じて対応します。
（３）景観に関する基準については、景観計画等に照らし合わ
せ、適宜判断することとします

（１）周辺（敷地外）の建築物や、通行人等へ悪影響を既に及
ぼしている、又は及ぼす可能性の高いものを優先的に特定空家
等候補と判断し、逆に山間部等にあり、周辺に等悪影響を及ぼ
す可能性が極めて低い空家は、判断の優先度が下がるものとし
ました。
（２）地域特性により、別に優先度を考慮する必要がある場合
等は、地域の実情に応じて対応します。
（３）景観に関する基準については、景観計画等に照らし合わ
せ、適宜判断することとします。


